
奈
良
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

変

更

事

項

変
更
年
月
日

又
は
居
宅
介
護
事
業
者
若

等
又
は
居
宅
介
護
事
業
所

し
く
は
居
宅
介
護
支
援
事

若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援

業
者

事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

名

称

所

在

地

旧

新

所
の
所
在
地

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

生
駒
郡
三
郷

地
域
支
援

生
駒
郡
三
郷

生
駒
郡
三

生
駒
郡
三

平
成
二
十
二

人
ラ
イ
フ

町
勢
野
東
四

相
談
セ
ン

町
勢
野
東
四

郷
町
信
貴

郷
町
勢
野

年
六
月
一
日

ケ
ア
王
寺

ー
三
ー
二
〇

タ
ー

ー
三
ー
二
〇

ヶ
丘
一
ー

東
四
ー
三

一
ー
三
〇

ー
二
〇

ー
一
〇
三

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

生
駒
郡
三
郷

ラ
イ
フ
ケ

生
駒
郡
三
郷

生
駒
郡
三

生
駒
郡
三

平
成
二
十
二

人
ラ
イ
フ

町
勢
野
東
四

ア
訪
問
看

町
勢
野
東
四

郷
町
信
貴

郷
町
勢
野

年
六
月
一
日

ケ
ア
王
寺

ー
三
ー
二
〇

護
ス
テ
ー

ー
三
ー
二
〇

ヶ
丘
一
ー

東
四
ー
三

シ
ョ
ン

一
ー
三
〇

ー
二
〇

ー
一
〇
三

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

生
駒
郡
三
郷

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

生
駒
郡
三
郷

生
駒
郡
三

生
駒
郡
三

平
成
二
十
二

人
ラ
イ
フ

町
勢
野
東
四

人
ラ
イ
フ

町
勢
野
東
四

郷
町
信
貴

郷
町
勢
野

年
六
月
一
日

ケ
ア
王
寺

ー
三
ー
二
〇

ケ
ア
王
寺

ー
三
ー
二
〇

ヶ
丘
一
ー

東
四
ー
三

一
ー
三
〇

ー
二
〇



ー
一
〇
三
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